
予算委員会(2013 年 10 月 23 日)                     議事録 6/8  

 

予算の執行状況に関する調査 

［議事録 6/8］ 

 アベノミクスの達成目標 

・法人税率引き下げ効果 

 

 

○吉川沙織君 

法人税減税の恩恵を受ける会社の数、この平成 23 年度会社標本調査に基づいて作りました。 

100 億円超で 0.02％の総法人数の

割合に対して 3 割の恩恵を受けると

いうことになります。 

実は、私いろいろ見てみましたら、さ

くら会というのが新聞で何回か出て

いました。さくら会って何かって私も

よく分からないんですけれども、安

倍総理と親交が深いとされる、10 社

ある。でも、新聞を見ると 9 社までし

か分からなかったんですけれども、

この分かる限りの 9社の法人税額を

調べてみました。そうなると、この 9

社、もう名前は申し上げませんけれども、この 9 社は全て 617 社に入る資本金 100 億円超のもう本当に大き

な企業になります。 

いろいろ指標を調べようとしたときに、平成 16 年度の税制改正によって納税額公示制度が廃止されている

ので、各社の有価証券の報告書を見てみました。そうなると、地方税である法人住民税及び事業税等を含

む平成 23年度の法人税等支払額の 9社の合計は、ここに書いてありますとおり、6,497億円です。法人に掛

かる税金のうち、国税と地方税分がありますので、この割合、6対 4としますと、平成 23度に 9社が支払った

法人税は約 4,000 億、3,898 億円になります。これ、法人税収全体が 8 兆 6,586 億円ですから、もう全法人税

収の 4.5％をこの 9 社が払っている。つまり、それだけ下げるとその恩恵がその分行くという、こういう解釈に

もなりますが、総理、御見解あればお願いします。 

 

○内閣総理大臣（安倍晋三君） 

答弁する前に、午前中、不規則発言に対する私の発言が事実誤認をしておりましたので、訂正をさせていた

だきます。そして……（発言する者あり）いや、違います、場外の話です。 

その上でお答えをさせていただきたいと思います。 



今御質問の会でありますが、私は様々な方々からいろんなお話をいただいているわけでございますが、私

の地元は山口県でありまして、下関市

あるいは長門市において私の後援会

を構成していただいている皆さんの中

には、もう大企業の方というのは全く

おられないのが事実でありまして、そう

いう皆さんの力で私は当選を続けてき

ているということはまず申し上げておき

たいと思います。 

その上において、先ほど甘利大臣から

も答弁させていただいたように、今グ

ローバルな経済の中で世界で勝ち抜

いていかなければ、日本に工場を持

つ、あるいは働く場所を確保できない、それを失えば、雇用も失われていくわけでありますし、生活の基盤を

そこで働いている人々も失われていくわけであります。 

その中において、我々は、日本の経済がしっかりと成長していくように、その中で、企業が収益を上げた段階

において、これは第一次安倍政権のときの反省も踏まえまして、それがなるべく早くそこで働いている人たち

の給与に転嫁されるようなそういう形をつくっていきたいということで政労使の懇談の場をつくっているところ

でありまして、今幸いそういう方向に向かっているということでありますし、そういう企業の動きは更に大きく

広がっていくわけでありますし、委員が働いておられた例えば NTT が仕事が忙しくなってくれば、これは単に

NTTだけではなくて、そこに関与している多くの企業がこれは仕事が増えていくということ、また雇用も増えて

いくということになっていくのではないかと、このように思います。 

 

○吉川沙織君 

企業で仕事が多くなれば関連する企業にも仕事が行って、そこで働く人の賃金、確かに上がるかもしれませ

ん。 

でも、例えば法人税減税をした場

合、その恩恵を受けるのは、欠損

法人ではなく利益計上法人になり

ます。そうなったときに、そういう賃

上げをする余裕のある企業に対し

てではなくて、直接的に個人に響く

個人の所得税を減税するというお

考えというのは、総理、ございませ

んでしょうか。 

 



○国務大臣（茂木敏充君） 

まず事実から申し上げますと、資本金

1 億円以下の企業でも 70 万社以上の

方、これが今法人税を払っていただい

ております。そういった多くの企業がこ

の減税により裨益を受けると。同時に、

我々の目標では、黒字企業の数、これ

を 2020年までに倍増していくと。さらに、

そのために設備投資減税、これにつき

ましても、資本金3,000万円以下のとこ

ろは 7％から 10％に拡大をいたしまし

た。そして、資本金 3,000 万円以上の

ところにつきましても 7％を適用すると。

こういったことを行うことによって、中小企業そして小規模企業にもしっかりこの対策の恩恵が及ぶようにして

いきたい、このように考えているところであります。 

確かに、こういった景気回復の実感、これを中小企業、地域の企業が実感するのにタイムラグがあるかもし

れません。それを縮めていかなきゃならない。 

昨日、おとといだったか、総理はバンカーから脱するのにパターじゃいけないというお話をしていました。若

干遠いバンカーから打つときはサンドウエッジではなくて 9 番アイアンを握ると、これぐらいの思いで中小企

業対策、取り組んでいきたいと思います。 

 

○吉川沙織君 

私、サラリーマンの出身で残念ながらゴルフをしたことがございませんので、パターぐらいだったら分かるん

ですけど、今経産大臣がおっしゃった

の、どんなものなのか分かりませんで

した。 

今いろんなことを申し上げましたけど、

賃上げ、やっぱりどうしても、この国、

消費を拡大して財政健全化にも回そう

というところに落としどころを据えるの

であれば、結局個人の収入が上がらな

ければいけません。でも、それをやろう

としたときに、最終的に、今政府の方で

総理筆頭に一生懸命賃上げ要請やっ

ていただいています。でも、この前、BS 朝日のテレビ番組で甘利大臣、賃金上がらなかったら我々は失敗だ

とおっしゃったようですが、何かございますか。 



○国務大臣（甘利明君） 

別に労働組合を代表しているわけではありません。我々が賃金が上がっていかなかったらアベノミクスは頓

挫すると申し上げたのは事実であります。それは、好循環ができないと、経済って結局デフレを脱却して名

目が実質成長を超えて伸びていかないんです。物価は上がりました、賃金は上がりません、これでは健全な

成長はできません。だからこそ、我々は賃金が上昇して好循環をつくるということに対して従来の政権以上

に神経質になっているわけです。 

 

○吉川沙織君 

結局、これからどういう方向性、12月

に向けて政権の方でお出しになるか

分かりませんけれども、最終的に一

部大企業のみが優遇されるような法

人税減税で、それのおこぼれに働い

ている人もあずかりなさいというよう

な施策がもし取られるようであれば、

経済の好循環は生まれたとしても、

一生懸命現場で働く人の賃金は上

がらないということになって、国民全

体が賃上げを実感できるということ

は経済の好循環の次の視点に置か

れてしまう懸念があると思いますが、総理、いかがでしょうか。 

 

○内閣総理大臣（安倍晋三君） 

そもそも、経済が好循環しなければこれを従業員の皆さんの給与を上げていくことにつなげることはできない

わけでありますし、そして経済が、しっ

かりと名目経済が成長していかなけれ

ば保険料の収入も減っていってしまう

わけでありますし、例えば年金は株で

も運用しているわけでありまして、しっ

かりと予測している収益が上がってい

くようにしなければいけないわけであり

ますから、絶対的に経済を成長させて

いく必要があるんですね、今の社会保

障のサービスのレベルを維持していく

ためにも。そのためにも我々はやるべ

きことをしっかりとやっていくと、このよ



うに考えております。 

○吉川沙織君

やるべきことをしっかりやっていくという力強い御答弁ございました。 

続きの議事録（7/8）は、こちら です。 

http://yoshikawasaori.com/html/kokkai/2013/1023_07.pdf

